
 

業務の概要 

 

認可事項 

 

地上デジタルテレビ放送の難視聴地域における共同受信施設等への 

経費助成業務 

 

業務概要 

  

協会の地上デジタルテレビ放送の難視聴地域において、当該放送を

受信するために自主共聴を運営する共聴組合に対し、当該放送を安定

的かつ継続的に受信できるように当該施設を整備し、又は維持する経

費の一部を助成する業務（平成２０年１１月総務大臣認可）に、次の

とおり助成対象を追加し、助成額の上限を変更した業務。 

  個別に設置したアンテナにより地上アナログテレビ放送は受信可

能であるが地上デジタルテレビ放送は受信困難となる「新たな難視

地区」において、個別に設置したアンテナにより地上アナログテレ

ビ放送を受信している世帯が、個別に高性能アンテナを新設し、又

は既存のアンテナを移設する「高性能等アンテナ対策」を実施する

ことにより地上デジタルテレビ放送を受信しようとするものを助成

の対象として追加 

  加入世帯が少ない自主共聴組合に対する助成上限額を引き上げ 

 

実施見込 

 
 

 

 
２２年度 

（見込み） 

２３年度 

（見込み） 
備考 

自主共聴改修 
施設数 3,000 500 H24～27年度

については

H22～23年度

の実施状況

を踏まえて

検討 

世帯数 10万 2万 

自主共聴新設 
地区数 500 2,300 

世帯数 8,000 3万 

高性能等 

アンテナ対策 

地区数 150 150 

世帯数 3,000 3,000 

 

 

 

  

（別 添） 



 

認可事項 

 

協会の共同受信施設等が不要となる場合の代替手段への移行円滑化 

助成業務 

 

業務概要 

 

協会の地上アナログテレビ放送の難視聴対策において、協会と地元

視聴者が共同で設置し運用する地上アナログテレビ放送の共同受信施

設であるＮＨＫ共聴等により当該放送を受信している視聴者が、ケー

ブルテレビ等による受信に移行することにより、当該施設の組合員等

が皆無となり、当該施設のデジタル化改修等を行うことが不要となる

場合について、当該共同受信施設の組合等に対し、移行の態様に応じ

て、移行の円滑化のために必要な経費の一部を助成する業務（平成 

２０年１１月総務大臣認可）に、次のとおり助成対象を追加し、実施

期限を変更した業務。 

  個別に設置したアンテナにより地上アナログテレビ放送は受信可能

であるが地上デジタルテレビ放送は受信困難となる「新たな難視地

区」において、個別に設置したアンテナにより地上アナログテレビ放

送を受信している世帯がケーブルテレビ等に移行することにより協

会が新たなデジタル中継局を置局すること等が不要となる場合にお

ける当該世帯を助成の対象として追加 

  実施期限を平成２４年３月３１日から平成２８年３月３１日に延長 

 

実施見込 

 
 

 
２２年度 

（見込み） 

２３年度 

（見込み） 
備考 

ＮＨＫ共聴関係 
500施設 

3万世帯 

300施設 

1万世帯 

H24～27年度

については

H22～23年度

の実施状況

を踏まえて

検討 

中 継 局 関 係 
300局 

1万世帯 

100局 

3千世帯 

新たな難視関係 
1,000地区 

2万世帯 

1,000地区 

2万世帯 

 

 

 

 


